
区内中学生のための学生服リユース事業について 

 

１ 事業概要  

みなと子育て応援プロジェクトとして、中学校の学生服が不用となった方（卒業、サイ
ズアウト等）から学生服を譲り受け、それを金銭的な理由で学生服の購入が困難な世帯に
お渡しすることで、子育ての不安の軽減につなげるものです。 
 
２ 回収・譲渡について 

（１）回収について 
【回収窓口】区役所・支所・社会福祉協議会・なごホーム（港児童館）・ 

港区子育て応援拠点はみんぐ（いこいの家すまいる）の 5 か所（裏面参照） 
【回収対象】区内中学校のブレザー等（上着、スラックス、スカート） 

（２）譲渡について 
区内中学校、子育て支援関係施設等からの依頼に応じて、緊急性があり、サイズ等マッ

チングすれば、区役所にて譲渡します。 
※当面は、回収のみ行います（譲渡は秋以降の予定）。 

 
３ 回収開始日 

令和８年５月１１日（月）〜 
 
４ 事業の広報について 

 （１）回収について 
・令和 8 年 3 月の段階で了承を得られた区内中学校において、中学３年生およびその

保護者向けにチラシを配布。 
・広報なごや令和８年５月号に、リユース事業について掲載。 

（２）譲渡について 
・区内中学校、子育て支援関係施設等に周知。 

 
                    

 
【お問い合わせ先】 
港区役所民生子ども課 民生子ども担当  
TEL：052-654-9711 
E-mail：a6549701@minato.city.nagoa.lg.jp 
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